
 

建設業のみなさま 

 

 

元請負人及び下請負人の間での労働災害防止対策の実施者及び 

その経費の負担者の明確化に係るパンフレットについて（お知らせ） 

 

 標記のパンフレットについて，平成27年6月15日付け基安安発0615第4号及び国土建推第11号で厚生労

働省労働基準局安全衛生部安全課長及び国土交通省土地・建設産業局建設産業課長から別紙のとおり要

請がありました。 

つきましては，元請負人（いわゆる「一次下請」以下の下請であっても，建設工事の下請契約の注文

者となる場合，「元請負人」となります。），下請負人の間で，労働災害防止対策の実施者及びその経費

の負担者の明確化が図られるよう，努めてください。 

 

 

【添付資料】 

・国要請文 

・パンフレット「安全な建設工事のために 適切な安全経費の確保が必要です」 
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